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埼玉県交通安全対策協議会表彰について
　令和６年２月７日水曜日、午後２時から埼玉県県民
健康センター２階大ホールで令和５年度交通安全功労
者等表彰式を開催しました。
　主催者として埼玉県交通安全対策協議会会長である
大野元裕埼玉県知事、鈴木基之埼玉県警察本部長、石
井貴司埼玉県教育委員会副教育長が出席しました。
　まず、主催者を代表して大野知事が挨拶を行い、受
賞された皆様への長年の御尽力に対し、感謝の意を表
しました。
　続いて６つの部門ごとに表彰状の授与が行われまし
た。受賞者のお名前が一人ずつ読み上げられ、大野知
事から代表者に表彰状又は感謝状が手渡されました。
　最後に受賞者を代表し、交通安全功労者表彰受賞者
の黒沢秀雄様が「交通安全宣言」を読み上げ、式典は
終了しました。

70団体・個人を表彰
　本年度は次の６部門で合わせて70の団体・個人が表
彰されました。

①　交通安全功労者　38　名

　　　交通安全のために顕著な功労のあった個人

②　交通安全功労団体　９　団体

　　　交通安全のために顕著な功労のあった団体

③　優良運転者　５　名

　　　 永年無事故・無違反を行い他の運転手の模範と
なっている優良運転者

④　交通安全対策事業協力者　５　団体

　　　 交通安全対策事業への協力等、特に顕著な功績
があった個人又は団体

⑤　交通死亡事故ゼロ市町村　10　市町

　　　 交通安全対策を積極的に実施し、年間の交通死
亡事故ゼロを達成した市町村

⑥　交通安全推進市町村　３　市町

　　　 交通安全対策に積極的に取り組み、交通事故防
止に尽力した市町村

「交通安全宣言」を読み上げる黒沢様
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令和５年中の
交通事故発生状況について
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▶ポイント　  死者の半数以上は高齢者、約４割が歩行者

1. 死者数122人　全国ワースト６位 2. 交通死亡事故の特徴

　令和５年中の埼玉県内の交通事故死者数は122人（前
年比＋８人）で、負傷者数は20,221人（前年比＋625人）
です。
　都道府県別の死者数は全国ワースト６位です。

ワースト 都道府県 死者数（人） 前年比（人）

１ 大　阪 148 ＋7

２ 愛　知 145 ＋8

３ 東　京 136 ＋4

４ 北海道 131 ＋16

５ 千　葉 127 ＋3

６ 埼　玉 122 ＋18

７ 神奈川 115 ＋2

計 2,678 ＋68

人身事故（12月末現在）
件数（件） 負傷者数（人）

令和５年 17,002 20,221
令和４年 16,576 19,596
前年比 ＋426 ＋625
増減率 ＋2.6％ ＋3.2％

状態別の死者数

年齢層別の死者数
２０～２４歳
8人, 6.6%
２０～２４歳
8人, 6.6%

７５歳以上
51人, 41.8%

７５歳以上
51人, 41.8%

１９歳以下
4人, 3.3%
１９歳以下
4人, 3.3%

２５～２９歳
4人, 3.3%
２５～２９歳
4人, 3.3%

６０～６４歳
8人, 6.6%
６０～６４歳
8人, 6.6%６５～７４歳

16人, 13.1%
６５～７４歳
16人, 13.1%

四輪車
16人, 13.1%
四輪車
16人, 13.1%

自動二輪車
26人, 21.3%
自動二輪車
26人, 21.3%

原付車
7人, 5.7%
原付車
7人, 5.7%自転車

23人, 18.9%
自転車

23人, 18.9%

歩行者
50人, 41.0%

歩行者
50人, 41.0%

３０歳代
4人, 3.3%
３０歳代

4人, 3.3%

４０歳代
11人, 9.0%

４０歳代
11人, 9.0%

５０歳代
16人, 13.1%

５０歳代
16人, 13.1%

TOPICS 埼玉交通安全フェア2023に出展しました
　令和５年12月３日（日）にイオンレイクタウンmoriで開催された「埼玉交通安全フェア2023」
に出展いたしました。

交通安全対策協議会ブース 反射材体験テント内

　ブースにおいて交通遺児等援護100
円募金の呼びかけや啓発品の配布を行
いました。また、反射材体験コーナー
を設置し、反射材の有効性について体
験していただきました。
　ご家族連れやご高齢の方々がご来訪
され、多くの方に交通安全意識の啓発
活動を行いました。
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TOPICS 自転車ヘルメット着用促進プロジェクト
参加団体等の募集

　埼玉県警察では、自転車ヘルメット着用の促進を図るため、統一行動として自転車ヘルメッ
トを着用する団体等を募集しています。

■概要
　令和５年４月、すべての自転車利用者に対す
る乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりま
した。
　しかし、自転車の世帯保有台数が全国トップ
クラスの埼玉県において、自転車ヘルメット着
用率は低迷しており、自転車事故死者数も全国
ワースト上位となっております。
　そこで、統一行動として自転車ヘルメットを
着用する団体等（グループ、サークル、スポーツチーム、部活、保育施設、事業所など）
を募集することにより、交通事故時の被害を軽減するとともに、地域における自転車ヘル
メットの普及と定着に貢献していただく取組みです。

■申請方法
１．電子申請
２． 参加（賛同）申込書に必要事項を記入し、下記お問合せ先又は最寄りの警察署（交通

総務係）に提出して下さい。
■参加条件
１．自転車を利用する者が所属し、埼玉県内で活動している団体等であること。
２． 統一行動として自転車乗車時はヘルメットを着用すること。（※団体の活動中以外も

含む。）※その他、承諾（同意）していただく事項があります。

〒330-8533
さいたま市浦和区高砂３丁目15-1
埼玉県警察本部交通部交通総務課
☎048-832-0110（内線5056）

詳しくはコチラ！

埼玉県警ＨＰ



交通遺児援護100円募金について 御寄附のお願い
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○交通遺児に対する寄附者

氏 名 ま た は 団 体 住　所 寄附金額
（単位：円）

（株）アクセス　様 さいたま市 500,000

大野　幸子　様 川 口 市 5,890

川口地区安全運転管理者協会　様 川 口 市 100,000

（一財）関東陸運振興センター　様 さいたま市 1,000,000

（一財）コープみらい社会活動財団 様 さいたま市 100,000

越谷交通安全協会　様 越 谷 市 100,000

埼玉県軽自動車協会　様 上 尾 市 100,000

（一財）埼玉県交通安全協会　様 さいたま市 1,000,000

（一財）埼玉県交通教育協会　様 さいたま市 1,000,000

埼玉県自動車販売店協会　様 さいたま市 688,000

（一社）埼玉県損害保険代理業協会 様 さいたま市 100,000

（一社）埼玉県トラック協会　様 さいたま市 397,000

（一財）埼玉県佛教会　様 さいたま市 10,000

埼玉県明乳事業協同組合　様 さいたま市 523,600

埼玉トヨタ自動車株式会社　様 さいたま市 500,000

白岡市交通安全母の会　様 白 岡 市 35,875

寄附者ご芳名
　令和５年８月１日から令和６年１月31日までに、次の寄附が寄せられました。
　（交通遺児等援護100円募金は除く）紙面を借りて感謝申し上げます。

氏 名 ま た は 団 体 住　所 寄附金額
（単位：円）

（一社）生命保険協会埼玉県協会　様 さいたま市 200,000

（公社）東京電気管理技術者協会 様 さいたま市 370,000

富士見市交通安全母の会　様 富 士 見 市 48,520

株式会社武蔵野銀行　様 さいたま市 751,516

蘭生書道会　様 川 口 市 20,000

匿名希望者　様　2名 239,000

寄附金合計

交通遺児援護に対する寄附            7,789,401

○交通安全対策事業に対する寄附者

氏 名 ま た は 団 体 住　所 寄附金額
（単位：円）

（一財）埼玉県交通教育協会　様 さいたま市 1,000,000

埼玉県道路使用適正化協会　様 さいたま市 50,000

寄附金合計

交通安全対策事業に対する寄附 1,050,000

交通遺児援護等100円募金を令和５年10月１日から
12月31日までの３カ月間実施いたしました。
御協力いただき、ありがとうございました。

▼結果報告

　令和５年度交通遺児等援護100円募金実施結果

件　数 金　額

個人・団体 572件 6,745,783円

街 頭 活 動 14,526円

合 計 6,760,309円

寄せられた善意の寄附金は、交通事故により死亡又は重い障
害を負った保護者に養育されている子供の援護を目的とし
て、援護金及び一時金として給付します。

当協議会では、交通遺児等及び交通安全対策事業に
対するご支援をお願いしております。

【寄附の流れ】
寄附金

交通遺児援護金等の給付

交通安全対策事業への活用

埼玉県
交通安全
対策協議会

▼寄附振込先

　名義　埼玉県交通安全対策協議会事務局長

振込先 手数料

交通遺児に
対する寄附

郵便局（振込用紙）
事務局へご連絡ください 有料

武蔵野銀行 県庁前支店
普通　113839 有料

交通安全対策事
業に対する寄附

埼玉りそな銀行 県庁支店
普通　3507985 有料

ⓒ埼玉県
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お　知　ら　せ
九都県市一斉
自転車マナーアップ強化月間
１ 実施期間

　令和６年５月１日（水）～５月31日（金）

２ スローガン

　自転車も　のれば車の　なかまいり

３ 重点目標

　九都県市共通重点

　（1）自転車交通ルールの

　　　遵守及びマナーの向上

　（2）自転車点検整備の促進

　埼玉県重点
　○自転車乗用時のヘルメットの着用促進

　○自転車損害保険等への加入促進

令和６年春の全国交通安全運動

１ 実施期間

　令和６年４月６日（土）～４月15日（月）

２ スローガン

　人も車も自転車も　安心・安全・埼玉県

３ 重点目標

　全国重点
　（1） こどもが安全に通行

できる道路交通環境
の確保と安全な横断
方法の実践

　（2） 歩行者優先意識の徹
底と「思いやり・ゆ
ずり合い」運転の励
行

　（3） 自転車・電動キック
ボード等利用時のヘ
ルメット着用と交通
ルールの遵守

　埼玉県重点
　○自転車乗用時のヘルメット着用促進

　○横断歩道における歩行者優先の徹底

埼玉県交通安全対策協議会では
新規会員を募集しています！

　埼玉県交通安全対策協議会は、県内の交通事故を防止するため、会員の皆様とともに、様々
な取り組みを行っております。企業・団体様の参加をお持ちしております。

Q.会員の条件は？

　A. 原則として埼玉県内又は埼玉県を含むエリア
で事業を展開されている企業・団体様が対象
です

Q.会員としてどのようなことをしますか？

　A. 県や事務局からの交通安全情報を、従業員や
取引先等の方へお知らせいただいております

Q.申し込み方法は？

　A. 入会申込書等の提出が必要です
　　詳細は事務局までお問い合わせください

Q.年会費などの会費負担はありますか？

　A. 会費負担はありません

Q.どんな特典がありますか？

　A.こんな特典があります

　　〇交通事故に関する情報提供
　　　・情報誌「交対協だより」
　　　・�「交通死亡事故非常事態宣言」等の発令の

お知らせ

　　〇交通安全運動等のポスターやチラシの提供

　　〇啓発品の提供


